
令和７年度 早町小学校いじめ防止基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教育活動の重点】 

・地域の教育力を生

かした特色ある教育

活動を進める。 

・「夢育て月間」の活

動を通して、一人一人

が自分や地域に誇り

をもち、夢に向かって

努力する。 

【児童の主体的な活動】 

・朝の体力つくり 

・朝のボランティア活動 

・委員会、係活動 

・「いじめ問題を考え

る週間」にポスターや

標語を作成したり、み

んなで遊ぶ日などを

学級活動等で話し合

ったりする。 

【生徒指導体制】 

・生徒指導委員会（必要

に応じて開催）、学坦会

等で児童の現状や指導

状況について情報交換

する。 

・関係者会（当該学級担

任、生徒指導主任、養護

教諭等）を行い、緊急な

案件等に対応する。（必

要に応じ） 

・児童相談所、民生委

員、警察、保健福祉課、

医療機関等の外部関係

機関とのケース会議等

を実施する。 

（必要に応じ） 

【相談体制】 

・相談窓口の設置 

・教育相談員、SSWとの

定期的な相談会の実施 

〈保護者対象〉 

・家庭訪問（４月） 

・教育相談（７月） 

※希望者（２月） 

〈児童対称〉 

・日常 

・教育相談（５月） 

【職員研修】 

・事例研修会や演習等

を行い、いじめ問題に関

する認識を深め、カウン

セリングの技能を向上

させる。（「いじめ対策必

携」、学校ネットパトロ

ール事業の検索結果等

の活用） 

・いじめ問題に関する

資料提供を随時行う。 

【家庭・地域との連携】 

○ 家庭 

・親子読書、ふれあい 

・基本的なしつけ 

・学級 PTAにおける 

いじめ問題に関する 

情報交換等 

・携帯電話等の使用 

○ 地域 

・あいさつ運動 

・ふるさと美化作業 等 

【関係機関等との連携】 

○ 教育委員会 

・研修会指導者等派遣 

・学校の対応に関する 

指導助言 

・マスコミ等への対応 

○ 警察・児童相談所・ 

保健福祉課等 

・情報交換 

・カウンセリング 

・愛のパトロール 等 

学校教育目標 

社会的自立の基礎を身に付け、心豊かに未来を拓く、早町大好きな子供を育てる。 

【いじめ対策委員会】 

○ 年間を通した取組等について検討・作成する。 

○ 計画に従って活動を推進するとともに、時期や内

容等の検証を行い、その成果と課題を基に次年度の

計画を作成する。 

○ いじめ問題への対応に関する検討・検証 

〈組織〉 

管理職、生徒指導主任、教育相談係、特別支援教育コ

ーディネーター、養護教諭、当該学級担任 

（必要に応じて、町教育相談員、SSW、駐在所員、PTA,

民生委員、区長代表等） 

【いじめ未然防止（発達支持的生徒指導）】 

〈教師〉 

① いじめを許さない、見逃さない雰囲気づくりに努める。 

② 思いやりの心やふるさとを愛する心を育てる。 

③ 児童一人一人の健全な自尊感情を高める活動に取り組む。 

〈児童〉 

① 互いの考えや思いを知り、その相違点やよさを認め合い、高め合

う集団づくりを進める。 

② 縦割り活動やみんなで遊ぶ日の活動などを通して、仲良く助け合

う仲間づくりを進める。 

〈保護者〉 

① 「子は親の鏡」の視点で、自分を見つめ、人権意識を高める。 

② 「人の子も我が子」の視点で、子供たちを見守り、励ます。 

【いじめに対する措置（困難課題対応的生徒指導）】 

〈教師〉 

① 担任が抱え込むことなく、全員体制で対処する。 

② いじめを認知した場合は、十分に情報収集や事実確認を行い、被

害者の心情に寄り添いながら、適切に対応する。また、加害者に対し

ては、毅然とした対応を行うとともに、要因や背景を丁寧に探りな

がら、心に届く指導を心がける。 

③ 解決した事案も再発を予想し、長期的に見守る。 

〈児童〉 

① 「しない、見逃さない、許さない」という態度で、いじめられてい

る友達を守り、いじめている友達を注意する。 

〈保護者〉 

① 積極的に学校と情報交換をし、対応策や解決策を話し合う。 

  必要に応じて、臨時学級（学校）PTAをもつ。 

【いじめの早期発見（課題予防的生徒指導）】 

〈教師〉 

① 「いじめはどの学校・学級にも起こる」という認識の下、日常的な

観察や各種調査、教育相談、家庭訪問等を活用し、全職員で児童を見

守り、小さな変化も見逃さないようにする。 

② 「いじめは絶対に許さない、いじめられている子は必ず守る、い

じめは必ず解決させる」という立場に立って、何でも相談できる学

級づくりに努める。 

〈児童〉 

① いじめられていると思ったり、いじめに気付いたりしたときは、

教師や親にすぐに知らせたり、相談したりする。 

〈保護者〉 

① 親子の対話やふれあいを大切にし、子供の様子を丁寧に見守り、

気になることはすぐに学校に知らせる。 



月 月目標 計 画 及 び 評 価 実 態 把 握 等 各 教 科 ・ 道 徳 ・ 特 別 活 動 等 児 童 会 活 動 情 報 モ ラ ル 関 連 教育相談 職員研修 

４ 児童の実態

把握に努め、

児童間、児童

と担任の信頼

関係を構成す

る。 

・年間及び１学

期の活動計画の

検討 

・学校楽しぃ

ーとの実施 

・いじめ問題を考える週間

（道徳・学活） 

・１年生を 

迎える会 

・各教科にお

ける指導計画

の確認 

・家庭訪問 ・生徒指導引継 

・学校基本

方針の確認 

・特別支援全体会 

５ ・実態に基づい

た対応策の検討 

・学校楽しぃ

ーとの分析 

   ・教育相談 

（全児童） 

 

６  ・学校生活ア

ンケートの実

施 

 ・児童総会  

 

 

・携帯、ネッ

ト利用実態調

査 

分析・対策検討 

 

 

・情報モラル

教育の授業 

（外部講師招聘） 

  

７  児童の変化

を見落とさな

いように心が

けるととも

に、情報の共

有化を図り、

全職員で迅速

な対応ができ

るようにす

る。 

    ・教育相談 

（全保護者） 

 

８ ・取組の検証 

・２学期の活動

計画 

    ・特別支援全体会 

・生徒指導事例研修 

９ ・実態に基づい

た対応策の検討 

・学校生活ア

ンケートの実

施 

・いじめ問題を考える週間 

「心の教育の日」 

（道徳科授業参観） 

   

１０  諸行事を通

して、よさを

発揮し、互い

に成長を認め

合うようにす

る。 

 ・いじめ問題

を考える週間

の取組報告

（県） 

   ・特別支援全体会 

１１  ・学校楽しぃ

ーとの実施 

・人権標語作成   ・人権同和教育研修 

１２ ・取組の検証 ・学校楽しぃ

ーとの分析 

    

１  児童の様子

について継続

して見守ると

ともに、対応

等の成果と課

題をまとめ、

引き継ぐ。 

 ・学校楽しぃ

ーとの実施 

 

いじめ問題を考える週間   ・特別支援全体会 

２  ・学校楽しぃ

ーとの分析 

  ・教育相談 

（希望者） 

 

３ ・取組の検証 

・次年度活動計

画案作成 

  ・６年生を 

送る会 

  ・特別支援全体会 

 

【いじめ発生時の対応について】 
 
 
A  いじめに関する情報入手 → 管理職・関係職員へ報告 → 全職員へ報告 → いじめ確認 
                              （情報収集、児童観察の依頼） 
 
B  本人からの訴え → 本人からの聞き取り → 管理職・関係職員へ報告 → 全職員へ報告 
         （いつ、どこで、だれが、どうした を明確に） 
 
C  いじめ現場確認 → その場で毅然と指導 → 管理職・関係職員へ報告 → 全職員へ報告 
 

 
いじめ対策委員会 

 
～具体的な対応策等の検討～ 

 
・情報の共有         ・被害児童へのケア 
・加害児童への対応、指導   ・関係機関への連絡 
・保護者への連絡            ・全校児童への啓発 

↓ 
○内容を全職員へ報告・共通理解 
○指導及び全職員による自動観察の継続 
○一定期間ごとに状況報告 

Aにおいては、情報収集、児童観察の期間を設

ける。 

B・Cについては、対策委員会開催までの時間

をできる限り早め、迅速に対応する 

司会：生徒指導主任 
記録：教育相談係 


